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                                    呉 市 教 育 委 員 会 会 議 録  

  令和３年４月２１日定例会 

 

１ 開催日時 令和３年４月２１日（水） １５：０２開会 

１５：１２閉会 

                     

２ 開催場所 ７５４会議室（呉市役所７階） 

 

３ 出席委員 教育長         寺 本 有 伸 

教育長職務代理者    森 尾 敬 介 

委 員         佐々木   元 

委 員         小 谷 眞喜子 

委 員         吉 中 由美子   欠席委員なし 

 

４ 出席職員 教育部長        坂 田 恭 一 

教育部副部長      山 本 正 美 

教育部副部長      髙 橋 伸 治 

教育部参事補兼呉高等学校事務長   岩 田 茂 宏 

       教育総務課長      宇 根   徹 

学校施設課長      森 川 英 司 

学校教育課長      安 部 ほずみ 

学校施設課主幹     新 谷 剛 弘 

教育総務課課長補佐   瀧 川 孝 徳 

 

５ 傍 聴 者 ５人  

 

６ 日  程 

（１）会期決定について 

（２）前回会議の報告 

（３）教議第１０号 請願書について 
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（１５：０２） 

教 育 長 それでは，委員の２分の１以上の出席をいただいていますので，地方教育行政

の組織及び運営に関する法律第１４条第３項の規定により，これより定例会を開

会します。 

日程第１の「会期決定について」を議題とします。 

お諮りします。会期は，本日１日としたいと思いますが，これに御異議ござい

ませんか。 

 （異議なしの声） 

教 育 長 御異議なしと認めます。 

よって会期は，本日１日と決定されました。 

本日の会議録署名委員は，小谷委員・吉中委員にお願いいたします。 

それでは，日程第２の「前回会議の報告」を求めます。 

瀧川課長補佐 （令和３年３月26日臨時会について報告） 

 

教議第１０号 請願書について 

 

教 育 長 それでは，日程第３の教議第１０号「請願書について」を議題とします。 

事務局の説明をお願いします。 

宇 根 課 長 それでは，教議第１０号「請願書について」を御説明いたします。 

資料の１ページを御覧ください。 

本件は，中学校教科書の記載内容に係る呉市教育委員会の対応についての請願２

件でございます。 

(1)の請願者は，髙嶋伸欣氏で，請願内容は１点でございます。 

(2)の請願者は，教科書ネット・呉及び教科書問題を考える市民ネットワーク・

ひろしまの２団体の連名で，請願内容は１点でございます。 

これらの請願は，同一の趣旨ですので，一括して審議していただきたいと思いま

す。 

請願内容につきましては，学校教育課が御説明いたします。 

安 部 課 長 請願内容について御説明いたします。 

髙嶋氏から令和３年２月28日付けで提出された請願及び請願団体から令和３年

３月17日付けで提出された請願の二つでございます。これら二つの請願は同じ内容

ですので，併せて説明させていただきます。 

内容については，お手元の資料にあるとおりです。 

2020年度まで使用の育鵬社中学社会科公民の教科書には，憲政史上初の女性首相

秘書官として，写真と共に「安部晋三首相から辞令を受ける山田真貴子氏」と記載

されており，同氏が女性として誇らしく，尊敬する存在などとして強く印象付けら

れていると推認される。同氏は，総務省幹部職員に対する民間企業の接待行為にお

いて接待を受けた一員であり，本教科書で学んだ生徒の精神的動揺や大人への不信

感等，教育上不都合な状況の顕在化が予想される。よって，管内の公立中学校の現

在３年生，ここで言う現在とは，昨年度のことですので，本日時点では卒業されて

いる生徒を言います。及び2016度から2019年度までの既卒者に対しての対処策を立

案，構築し，迅速に実行することを求めるとの請願でございます。 
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このことについて，本教科書を採択したのは，平成28年度採択の時でございます。

国の検定を通っている教科書を，国の通知や県の基本方針，呉市教科用図書の採択

に関する規程等に則って，適切な手続の下，教育委員会会議で採択されております。 

したがって，呉市教育委員会として，特段の対応は必要ないと考えます。 

教 育 長 ただ今，事務局から説明がありましたが，これについて，採択するか，不採択と

するかについて御意見がありましたらお願いします。 

佐 々 木 委 員 本教科書は国の検定を通っているものですので，対処策は必要でないと思います

が，いかがでしょうか。 

小 谷 委 員 そうですね。私も，公民について学ぶ上で問題ないと思いますので，本請願は不

採択でよいと考えます。 

教 育 長  ただ今の，佐々木委員や小谷委員の御意見に対して，何か御意見がありましたら

お願いいたします。 

 （なしの声） 

教 育 長 御発言なしということで，本請願については，不採択という御意見でありました

ので，不採択することとしてよろしいですか。 

 （異議なしの声） 

教 育 長 御異議なしということで，よって本請願は不採択とします。 

以上で定例会を閉会します。 

(１５：１２) 
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上記のとおり，会議の次第を記載して，その相違ないことを証するため，ここに署名する。 

 

 

（ 教育長  寺 本 有 伸） 

 

 

                          （ 委  員  小 谷 眞喜子） 

 

 

（ 委  員  吉 中 由美子） 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（令和３年４月２１日定例会） 


